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和文抄録 

 血管内焼灼術（endothermal venous ablation: ETA）の普及に伴い、部分的な伏在静脈弁不全

のみの症例や正常静脈に対する ETA など、不適切な治療例が認められるようになった。適正な

ETA の適応は「下肢静脈瘤に対する血管内焼灼術のガイドライン 2019」で示されているが、本ガ

イドライン追補は、ETAを行うための基本的な手術適応と ETA 不適切症例の詳細を示すことを目

的に作成された。 

 

索引用語： 下肢静脈瘤，血管内治療、血管内焼灼術、ガイドライン、不適切治療 
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Abstract： 

 

While endovenous thermal ablation of the varicose veins (ETA）become first choice of treatment, overuse 

of ETA for the wrong indications is growing problem. ETA is performed not only on varicose cases without 

symptom but also non diseased cases with segmental reflux of saphenous veins or no reflux. Indications of 

ETA was demonstrated in “the Clinical Practice Guidelines for ETA for Varicose Veins 2019” by Japanese 

Society of Phlebology. Purpose of this supplement is description of basics of correct indication for ETA. 

We also demonstrate the typical case of overuse of ETA for wrong indication. 

 

Key words: 

Varicose veins, endovascular surgery, endovenous thermal ablation, guideline, overuse  
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1． はじめに 

2011 年にわが国で下肢静脈瘤に対する血管内焼灼術（endovenous thermal ablation: ETA）が保険

適用されて以来、その低侵襲性から ETA は広く普及し、現在では下肢静脈瘤の外科治療の約 9 割が

ETA となっている［1］。しかし、ETA の普及によって多くの患者が恩恵を受ける一方、うっ滞症状を引き

起こさない部分的な伏在静脈弁不全のみの症例に対する ETA、そればかりか正常静脈に対してまで

ETA を行っている事例が一部の医療機関で認められるようになってきた。また、それらの医療機関では

疫学的に想定されている以上の両下肢同時治療や、同一下肢への計画的な繰り返し治療も行われて

いる。この様な状況に対して下肢静脈瘤血管内焼灼術実施・管理委員会より、既に実施医、指導医に

対して適正治療の注意喚起が行われている。 

日本静脈学会からも 2019 年にクリニカルクエスチョン（CQ）とエビデンスに基づいた推奨からなるガイ

ドライン「下肢静脈瘤に対する血管内焼灼術のガイドライン 2019」（以下 ETA ガイドライン）［2］が発刊さ

れ、適切な ETA の適応が示されている。本ガイドラインでは ETA の普及に伴って、前版で定義されて

いた ETA の適応となるべき適切な静脈径や弁不全の範囲を自明のものとしてあえて記載しなかった。し

かし、前述の様な不適切な ETA 症例の増加、経験の浅い医師が本治療にも係るようになったことから、

より基本的な手術適応を記載した追補が、多くの臨床医と保険審査関連の医師より求められた。以上の

経緯から本ガイドライン追補は、適正な ETA を行うための基本的な手術適応と ETA 不適切症例の詳細

を示すことを目的に作成された。また、2019 年 12 月に認可されたシアノアクリレートによる静脈閉鎖術

（cyanoacrylate venous closure: CAC）は、その適応は ETA と類似しており、基本的に ETA の不適切症

例は CAC においても不適切症例となる。 

 

2． ETA の不適切症例 

 本ガイドライン追補では表 1 に示す様な症例に対して ETA を行わないように勧告する。また、特段の

事情がない限りはこれらの症例に対する ETA の保険給付はされるべきではない。以下に理由を示す。 

 

表 1 血管内焼灼術の不適切症例 

正常静脈（弁不全を認めない伏在静脈） 

弁不全を認めない静脈径拡張例 

部分的な伏在静脈の弁不全 

うっ滞症状がない一次性下肢静脈瘤 

将来の静脈瘤悪化や肺血栓塞栓症予防目的 

 

3． 正常静脈、弁不全を認めない静脈径拡張例に対して ETA を施行しない 

 ETA ガイドラインでは、ETA の適応は有症状の一次性下肢静脈瘤であり、対象となる静脈は大伏在静

脈（great saphenous vein: GSV）、小伏在静脈（small saphenous vein: SSV）、副伏在静脈である。一般に

下肢静脈瘤は発生機序により一次性、二次性、先天性に分類されるが、一次性下肢静脈瘤は表在静

脈系、おもに伏在静脈の弁不全によって発生する下肢静脈瘤と定義されている［3］。弁不全の有無は
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必ず超音波検査を用いて診断し、立位あるいは座位で血流誘発法によってパルスドプラ法で逆流時間

が 0.5 秒を超える場合を弁不全とする［4］。また、同時に静脈径を測定し、ETA ガイドライン前版では

伏在静脈平均径 4mm以上を適応として推奨していた。しかし、伏在静脈径は血液逆流量の目安に

はなるが、GSV か SSV、体格等でばらつきがありあくまでも目安でしかないため、今回のガイド

ラインには推奨する静脈径を記載しなかった。ただし静脈径が 4mm 未満の症例は逆流があって

も症状は軽症であることが多く、ETA の適応とする場合は、詳細な検査による適応の十分な検討

と説明が必要である。また、そもそも伏在静脈に弁不全が認められなければ、伏在静脈径が何 mm

であっても一次性下肢静脈瘤ではない。従って、静脈径の 4mm 以上の拡張や下肢に CEAP 分類 C1

に分類されるクモの巣状、網目状静脈瘤や C3の浮腫が存在したとしても、伏在静脈に弁不全を認めな

ければ ETA の適応とはならない。 

弁不全のない伏在静脈に ETA を施行することは、患者に無用の侵襲を与えるのみならず、将来の心

臓や下肢のバイパス手術の代用グラフトの喪失につながる。医療の基本である“患者に害をなさない”、

そして“医の倫理”に反する行為であり、厳に慎まなければならないことは当然である。 

 

4． 部分的な伏在静脈の弁不全に対して ETA を施行しない（図 1） 

静脈瘤を発症していない正常人でも、超音波検査で表在静脈の弁不全が 35-43%に認められるが、こ

れらの多くは部分的な弁不全である［5,6］。部分的な弁不全の場合は症侯がなく、経年的に血液逆流

は悪化するが、全員が慢性静脈不全症を発症するわけではないことは広く知られている［5-7］。現在ま

で下肢静脈瘤の ETA の臨床研究は、症候性の下肢静脈瘤患者で行われており［8,9］、対象となったの

は通常、伏在大腿静脈接合部（saphenofemoral junction: SFJ）から膝下に至る広範な伏在静脈の弁不

全を伴った症例（axial reflux，図 1A）であり、軽症の伏在型静脈瘤に多い膝周囲 GSVの限局性の弁不

全症例(segmental reflux，図 1C・D)は含まれていない。限局性弁不全による軽症静脈瘤の多くは無症

状であり治療の必要はない［10 ,11］。たとえ症状がある場合でも ETA の適応ではなく、静脈瘤切除ある

いは硬化療法の適応となる。まれに大腿部内側穿通枝（いわゆる Dodd 穿通枝）や陰部静脈瘤が逆流

源となって SFJ 不全を伴わない GSV の弁不全を起こすことがあるが、これらは ETA の適応となる（図 1 

B）。非定型的症例では術前に詳細な超音波検査を施行し、逆流源の性状と逆流源が GSV の弁不全

にどの程度影響を与えているかを十分に検討し、患者への説明が必要である。 
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図 1 伏在静脈の弁不全と血管内焼灼術の適応 

SFJから膝下に至る広範な伏在静脈の弁不全（A）や、SFJ不全を伴わない陰部静脈瘤や Dodd穿通

枝が逆流源となった GSVの弁不全症例（B）は血管内焼灼術の適応となるが、膝周囲 GSVの限局性

の弁不全（C）あるいは部分的な GSV弁不全のみで側枝静脈瘤を伴わない症例（D）は適応には含ま

れない。 

SFJ：伏在大腿静脈接合部、CFV：総大腿静脈、GSV:大伏在静脈 

 

5． うっ滞症状がない一次性下肢静脈瘤に対して ETA を施行しない 

 下肢静脈瘤の症状には下肢の重さ、だるさ、こむら返り、かゆみ、浮腫、疼痛、不快感などがあり［12］、

湿疹、脂肪皮膚硬化症、うっ滞性潰瘍等の皮膚症状も症状に含まれる。下肢静脈瘤患者に ETA を施

行する目的は“症状の軽減”であり、SFJ から膝下に至る広範な伏在静脈の弁不全を伴った症例であっ

ても、うっ滞症状を伴わなければ ETA の適応とはならない。下肢静脈瘤の症状は疾患特異的なもので

はなく、他の疾患が原因となることも多い。患者の訴える症状が下肢静脈瘤に由来しているかを厳密に

評価して、他の原因を十分に除外した上で手術適応を決定しなければならない。静脈うっ滞による症状

かどうかは、立位あるいは朝よりも夕方に症状が悪化する、弾性ストッキング着用で症状が改善する、な

どを参考にする。肉眼的に明らかな側枝静脈瘤がなく、クモの巣状・網目状静脈瘤しかない患者は、伏

在静脈に弁不全があっても症状と関連しないことが多い［7］。 

 

6． 将来の静脈瘤の悪化や肺血栓塞栓症予防のために ETA を施行しない 

下肢静脈瘤患者の自然歴の観察では、経年的に静脈逆流の進行、症状の進行を認めているが、外

科治療が必要になった症例は限られている［13］。疾患が良性疾患であり、現在までの研究で症状が出

てからの治療でも良好な予後を示しているため、下肢静脈瘤の進行予防を目的とした軽症静脈瘤に対

する ETA の適応はない［8,9］。 

下 肢 静 脈 瘤 に深部 静 脈 血栓症 （ deep vein thrombosis: DVT ） や肺血栓塞栓症 （ pulmonary 

thromboembolism: PTE）を合併することはある。しかし、下肢静脈瘤の有病率は高いが、下肢静脈瘤に

伴う肺血栓塞栓症の発症は少ない。最近、健康保険データの解析から下肢静脈瘤の診断名のついた
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患者で DVT の発症率が 5.3 倍、PTE が 1.7 倍との報告があった［14］。しかし、診断が保険病名であり

診断の正確性を欠き、下肢静脈瘤患者は下肢静脈超音波検査を受ける頻度が多いことも影響している

と考えられる。逆に、稀であるが ETA 術後に DVT/PTE が合併症として起こりうる［15］。いずれにせよ、

硬化療法やストリッピング手術を含め、DVT/PTE の予防のために下肢静脈瘤の侵襲的治療を行うとい

うエビデンスはなく、DVT/PTE を予防する目的で ETA は施行されるべきではない。 

 

7． 不適切な治療の実例 

典型的な実例を示す。ただし、本症例は日本静脈学会に提供・報告のあった症例を代表的症例として

再構成したもので、個人情報の点から修飾が行われ、特定の患者個人、特定の医療機関を指すもので

はない。 

患者は 50代女性、右下肢の静脈瘤、易疲労感、浮腫を主訴に某医療機関を受診、下肢静脈超音波

検査では右 SSV、大腿静脈および左遠位GSVに弁不全を認め、右 SSVは径 6.8×6.8mm と拡張して

おり ETA の適応と診断された（図 2）。その 2 ヶ月後、他院で左下肢も予防的に治療を受けることを勧め

られ、両側 ETA を施行したが改善が認められなかった。そのため他院での術後 7 ヶ月目に初診の医療

機関を再受診した。再受診時の下肢静脈超音波検査では、初診時に正常であった両側GSVに ETA

が施行されており、右 SSVには ETA を施行した痕跡は認められなかった。本症例では 2つの問題点

があり、一つは下肢静脈超音波検査で右 SSVの弁不全が診断できていなかったこと、もう一つは弁不

全の有無にかかわらず両側下肢の治療をルーチンで行なっていることである。 

 

図 2 不適切治療症例の実例 

A .肉眼所見：右下腿内側に下肢静脈瘤を認める 

B .初診時静脈超音波検査所見：右 SSV、大腿静脈および左遠位GSVの弁不全、右 SSVは径 6.8×

6.8mm と拡張 

C .再診時静脈超音波検査所見：両側GSVは血管内焼灼術により閉塞、右 SSVの弁不全、径 7.6×

7.5mm と拡張 

SSV：小伏在静脈、GSV：大伏在静脈、DVT：深部静脈血栓症 
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8． おわりに 

我々は、以前からごく一部の医師によって不適切治療が行われていることは知っていたが、ETA の保

険適用によって不適切治療は淘汰されると考えていた。しかし、実際はより組織的、大規模に不適切治

療が行われる様になっている。もちろん大部分の医師はガイドラインを守り、真摯に患者のために適切

な医療を行なっている。一部の医師が無知あるいは経済的動機のために不適切治療を行い、健全な保

険診療に影響を与えている。この様な状況を改善すべく、本 ETA ガイドライン追補を作成した。本稿は

最後に医の倫理に関するヒポクラテスの誓いでしめくくる。 

「私は能力と判断の限り患者に利益すると思う養生法をとり、悪くて有害と知る方法を決してとらない。」

（一部抜粋、訳:小川鼎三）［16］ 
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